
性犯罪・性暴力対策の進捗状況について

資料２



⚫

     本方針に基づく具体的施策は毎年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に記載。毎年度フォローアップを実施し、確実に実行。

【１ 刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用】

〇刑事法改正に係る対応（広報啓発、支援現場職員への研修等）  

〇刑事手続の運用に関する検討
〇刑事手続における二次被害の防止・プライバシーの保護

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針（概要）

  令和２年６月11日

「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」
（性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）

 ➡  令和２年度～４年度を「集中強化期間」として
性犯罪・性暴力対策の取組を強化。

〇 性犯罪に厳正かつ適切に対処するための刑事法の検討
〇 再犯防止プログラムの拡充
〇 被害申告・相談をしやすい環境の整備（警察、ワンストップ支援センター）

〇 「生命（いのち）の安全教育」の推進、社会全体への啓発 等を着実に実施

一方で、依然、性犯罪・性暴力は深刻な状況であり、対策の更なる強化が必要

経緯 これまでの取組と課題

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行為であり、決して許されない。
「相手の同意のない性的な行為は性暴力である」等の認識を社会全体で共有し、取組を強化していく。

【２ 再犯防止施策の更なる充実と性犯罪・性暴力の予防】

〇再犯防止対策の更なる強化等
〇地方公共団体による再犯防止施策の支援
〇わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止

（教員等・保育士に関する対応、日本版DBSの導入に向けた検討）

性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）

【３ 被害申告・相談をしやすい環境の整備】

〇被害届の即時受理の徹底
〇証拠採取・保管体制の整備
〇捜査段階における二次被害の防止
〇警察における相談窓口の周知や支援の充実
〇ワンストップ支援センターにつながるための体制の強化
〇学校等で相談を受ける体制の強化   

【４ 切れ目ない手厚い被害者支援の確立】

〇ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実
 （地域の関係機関（警察、医療機関等）との連携強化、対応能力の向上等）

〇医療的支援の更なる充実と専門人材の育成
〇中長期的な支援体制の充実（女性支援新法に基づく中長期的支援等）

〇多様な被害者支援の充実（障害者、男性等を含む様々な被害者への対応）

【５ 教育啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防】

〇発達段階に応じた教育・啓発活動（生命（いのち）の安全教育の推進）

〇社会全体への啓発（若年層の性暴力被害予防月間 等）

【６ 新たな課題等への対応】

〇AV出演被害の防止及び被害の救済
（AV出演被害防止・救済法の周知・広報、相談対応の支援、厳正な取締り等）

〇インターネット上の性暴力等への対応
（違法行為への厳正な対処、児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止等）

〇痴漢撲滅に向けた政策パッケージの確実な実行

〇被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止

※ 第５次男女共同参画
基本計画の目標年度

令和５年３月30日
性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議
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注：１．相談件数は、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（性犯罪・性暴力被害者支援事業）の事業実績として、都道府県等から報告のあった電話・面接・メール・ＳＮＳ等による相談
の合計で令和５年11月時点でとりまとめたもの。

２．令和３（2021）年度の対象となるセンターは49か所、令和４（2022）年度は50か所、令和５（2023）年度は50か所。

令和４年度

令和３年度

令和５年度

11.2％増

令和５年度上半期は、前年度同期比１１．２％増。（各月の相談件数も前年度を上回って推移）

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの
相談件数の推移（令和５年度上半期）
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内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）

＜面談＞

※年代が不明の者を除いた場合の割合 （令和４年６月～８月）

Ｎ＝539

性別は、女性が大半を占めるが、男性からの相談も電話では約１割となっている。

被害時の年齢は、約半数を１０代以下が占めており、中学生以下に限っても、３割に上る。

被害時の年齢 12歳未満

17%

12歳～中学生

13%

中卒～17歳

14%

18～19歳

6%

20歳台

31%

30歳台

13%

40歳以上

6%

12歳未満 12歳～中学生 中卒～17歳 18～19歳 20歳台 30歳台 40歳以上

女性 81.7％、男性 14.0％

＜電話相談＞ ＜面談＞

女性 97.5％、男性 2.3％
性別

ワンストップ支援センターへの相談者の性別・年齢
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内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）

（令和４年６月～８月）

Ｎ＝711

「強制性交等・準強制性交等」が最も多く、約半数を占めており、

次に「強制わいせつ・準強制わいせつ」が多くなっている。

「18歳未満への監護者からのわいせつ・性交等」が１割超に及んでいる。

被害類型

強制性交・準強制性交

等

48%

強制わいせつ・準強制

わいせつ

25%

18歳未満への監護者か

らのわいせつ・性交等

12%

痴漢

1%

盗撮

1%

その他

13%

強制性交・準強制性交等 強制わいせつ・準強制わいせつ

18歳未満への監護者からのわいせつ・性交等 痴漢

盗撮 その他

＜面談＞

ワンストップ支援センターへの相談の被害類型
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内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）

（令和４年６月～８月）

Ｎ＝711

「友人・知人」が最も多く、次いで、

「まったく知らない人」、「SNSや掲示板等インターネット」、

「親（実親・養親・継親・親の交際相手含む）」の順に多くなっている。

加害者との関係
＜面談＞

3.4%

7.2%

17.2%

11.0%

8.6%

3.4%

8.3%

3.1%

1.4%

0.8%

11.8%

12.8%

7.6%

3.5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

(元)配偶者

(元)交際相手

友人・知人

親(実親・養親・継親・親の交際相手含む)

その他家族・親戚

職場・バイト先関係者(同僚)

職場・バイト先関係者(雇用主・上司等、客含む)

学校・大学の教員や部活動のコーチ

福祉関係者(福祉施設職員) 

医療関係者(病院・診療所職員)

SNSや掲示板等インターネット

まったく知らない人

不明

その他(例えば「不特定多数」等)

加害者との関係
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内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状況等調査」報告書（令和５年３月）

（令和４年６月～８月）

Ｎ＝708

被害からセンターの面談に至るまでの時間については、「72時間以内」が最も多い。

一方で、「１年以上10年未満」・「概ね10年以上」を合わせると全体の約２割となっており、

被害から長い時間を経て、相談に至る場合も少なくない。

相談までに要した時間

＜面談＞

24.7%

7.5%

14.7%

15.4%

7.5%

12.4%

8.1%

9.7%

0% 20% 40% 60%

72時間以内

72時間超～1週間以内

1週間超～1カ月以内

1カ月超～半年以内

半年超～1年以内

1年以上10年未満

概ね10年以上

不明

ワンストップ支援センターへの相談までに要した時間
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令和４年７月～令和５年10月

（ＡＶ出演被害防止・救済法施行後の1年４か月間注）

  285件（合計）

（相談者について）

・相談者の年代は20代が最も多く、６割を占めた。

その他の年代からも幅広く相談があった。

・相談者の性別は女性が約８割、男性が約２割であった。

（相談内容について）

・法の施行日前（令和４年６月22日以前）に締結された

契約に関する相談が116件、法施行後（令和４年６月

23日以降）に締結された契約に関する相談が126件で

あった。（令和５年７月以降に限れば、8割以上が

法施行後に締結された契約に関する相談）

・出演したＡＶの公表後の相談が184件、公表前の相談

が43件であった。

 ※複数回答、10件以上のもの

（法律等に関する支援）

・法的支援（弁護士相談、弁護士紹介等）が提供できることについて

説明した：83件

・差止請求等について説明した：59件

・任意解除について説明した：45

・法的支援（弁護士相談、弁護士紹介等）を行うことになった：30件

・弁護士に法律相談をした：15件

・任意解除の通知の書き方について説明した：14件

・出演に係るリスクについて説明した：13件

（その他の支援）

・精神的な不調や問題に係る支援、情報提供を行った：50件

・身体の不調や問題に係る支援、情報提供を行った：18件

・家族や人間関係に関する問題に対する支援、情報提供を行った：17件

・経済的な問題に係る支援、情報提供を行った：14件

注）都道府県等から報告のあった件数について、令和4年7月1日～令和5年10月31日までの1年4か月間を対象として、令和５年１月末時点で取りまとめたものである。

1 集計期間

２ 相談件数

３ 支援の内容について

ＡＶ出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況

ワンストップ支援センターは全ての都道府県
に設置。うち、16都道府県で相談あり。
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〇不同意性交等の認知件数は、令和５年は2,711件で、前年に比べ1,056件(63.8％)増加。
〇不同意わいせつの認知件数は、令和５年は6,096件で、前年に比べ1,388件(29.5％)増加。

不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移
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(備考) 警察庁「犯罪統計」より作成。
刑法の一部改正（平成29年7月13日施行、令和４年7月13日施行）により、罪名・構成要件等が改められたことに伴い、期間によって計上する対象が異なる。平成29年7月12日以前は「強姦」及び平成29年改正前の「強
制わいせつ」、平成29年7月13日から令和5年7月12日までは「強制性交等」及び平成29年改正後の「強制わいせつ」、令和5年7月13日以降は「不同意性交等」及び「不同意わいせつ」に係る数値をそれぞれ計上している。
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〇不同意性交等の検挙件数は、令和５年は2,073件で、前年に比べ672件(48.0％)増加。
〇不同意わいせつの検挙件数は、令和５年は4,813件で、前年に比べ751件(18.5％)増加。

不同意性交等・不同意わいせつ検挙件数の推移

(備考)刑法の一部改正（平成29年7月13日施行、令和４年7月13日施行）により、罪名・構成要件等が改められたことに伴い、期間によって計上する対象が異なる。平成29年7月12日以前は「強姦」及び平成29年改正前の「強
制わいせつ」、平成29年7月13日から令和5年7月12日までは「強制性交等」及び平成29年改正後の「強制わいせつ」、令和5年7月13日以降は「不同意性交等」及び「不同意わいせつ」に係る数値をそれぞれ計上している。

（件）
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痴漢事犯に係る検挙件数の推移
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令和４年の痴漢事犯に係る発生場所別検挙件数

痴漢事犯の検挙件数は、平成30年以降2,700件台で推移していたところ、令和２年（1,915件）に大きく減少
（前年比－874件，－31.3％））した後再び増加しており、令和４年は2,233件（前年比＋302件，＋15.6％）で
あった。発生場所別では、乗り物内（電車等）で発生した痴漢事犯の検挙件数が最も多く、939件（42.1％）で
あった。

注) 都道府県が制定する迷惑防止条例の「卑わいな行為の禁止」のうち「痴漢」に係る事案の検挙件数

（出典）警察庁「令和４年中の迷惑防止条例等違反（痴漢・盗撮）に係る検挙状況の調査結果」

発生場所 検挙件数（件） 割合（％）

駅構内

階段・
エスカレーター

43 1.9 

ホーム 68 3.0 
その他 62 2.8 

乗物内
電車等 939 42.1 
バス 85 3.8 

その他 3 0.1 
路上 457 20.5 

ショッピングモール等商業施設 322 14.4 

書店・レンタルビデオ店 30 1.3 
ゲームセンター・パチンコ店 54 2.4 
その他の公共の場所 170 7.6 
合計 2,233 100.0 

痴漢事犯に関する検挙件数・発生場所等のデータ

22



（出典）警察庁「令和５年における少年非行及び子供の性被害の状況」

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数は、令和元年から４年連続減少しているものの、依然として高い水準で推
移している。

ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数の推移
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児童買春事犯 児童ポルノ事犯

 令和５年における児童買春事犯の検挙件数は、前年から53件（8.4％）減少し、児童ポルノ事犯の検挙件数
は、前年から246件（8.1％）減少した。

（出典）警察庁「令和５年における少年非行及び子供の性被害の状況」より作成

児童買春及び児童ポルノ事件の検挙件数の推移
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相談等件数は平成29年以降継続して増加し、令和５年は1,812件（前年比＋84件）と増加。
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注) 平成26年は、私事性的画像被害防止法の施行日（11月27日）以降の件数

（出典）警察庁「令和５年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

私事性的画像に係る事案の相談等状況

（件）

（年）
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